
議案第９４号 

 

   愛知県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少及 

び愛知県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の３第１項の規定により、広

域連合規約を別紙のとおり変更するものとする。 

 

  平成２１年１２月２日提出 

 

                      大 口 町 長  森     進 

 

 （提案理由） 

 この案を提出するのは、平成２２年１月４日に西加茂郡三好町が名称を変更し、

市制を施行すること及び同年２月１日に宝飯郡小坂井町を廃し、その区域を豊川市

に編入することにより、この規約の一部を変更する必要があるからである。 
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愛知県後期高齢者医療広域連合規約の一部を改正する規約 

 

愛知県後期高齢者医療広域連合規約（平成１９年３月２０日愛知県知事許可）の

一部を次のように改正する。 

別表第２の１０の項中「三好町」を「みよし市」に改め、同表の１２の項中「、

小坂井町」を削る。 

附 則 

１ この規約は、平成２２年１月４日から施行する。ただし、別表第２の１２の項

の改正規定は、同年２月１日から施行する。 

２ この規約の施行の際現に愛知県後期高齢者医療広域連合の議会の議員（以下「広

域連合議員」という。）である者は、改正後の愛知県後期高齢者医療広域連合規約

別表第２に掲げる選挙区市町村から選挙により選出された広域連合議員とみなす。 
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愛知県後期高齢者医療広域連合規約の一部改正新旧対照表 
新 旧 

別表第２（第８条関係） 
選挙区分 選挙区市町村 定数 

 

１ 

 

春日井市、犬山市、江南

市、小牧市、岩倉市、大口

町、扶桑町 

 

３ 

２ 
清須市、北名古屋市、豊山

町 
１ 

３ 一宮市、稲沢市 ２ 

 

４ 

瀬戸市、尾張旭市、豊明

市、日進市、東郷町、長久

手町 

２ 

５ 

津島市、愛西市、弥富市、

七宝町、美和町、甚目寺

町、大治町、蟹江町、飛島

村 

２ 

６ 

半田市、常滑市、東海市、

大府市、知多市、阿久比

町、東浦町、南知多町、美

浜町、武豊町 

３ 

７ 
碧南市、刈谷市、安城市、

知立市、高浜市 
２ 

８ 岡崎市、幸田町 ２ 

９ 
西尾市、一色町、吉良町、

幡豆町 
１ 

１０ 豊田市、みよし市 ２ 

１１ 
新城市、設楽町、東栄町、

豊根村 
１ 

１２ 豊川市、蒲郡市 ２ 

１３ 豊橋市、田原市 ２ 

１４ 名古屋市 ９ 
 

別表第２（第８条関係） 
選挙区分 選挙区市町村 定数 

 

１ 

 

春日井市、犬山市、江南

市、小牧市、岩倉市、大口

町、扶桑町 

 

３ 

２ 
清須市、北名古屋市、豊山

町 
１ 

３ 一宮市、稲沢市 ２ 

 

４ 

 

瀬戸市、尾張旭市、豊明

市、日進市、東郷町、長久

手町 

２ 

５ 

津島市、愛西市、弥富市、

七宝町、美和町、甚目寺

町、大治町、蟹江町、飛島

村 

２ 

６ 

半田市、常滑市、東海市、

大府市、知多市、阿久比

町、東浦町、南知多町、美

浜町、武豊町 

３ 

７ 
碧南市、刈谷市、安城市、

知立市、高浜市 
２ 

８ 岡崎市、幸田町 ２ 

９ 
西尾市、一色町、吉良町、

幡豆町 
１ 

１０ 豊田市、三好町 ２ 

１１ 
新城市、設楽町、東栄町、

豊根村 
１ 

１２ 豊川市、蒲郡市、小坂井町 ２ 

１３ 豊橋市、田原市 ２ 

１４ 名古屋市 ９ 
 

 


